
安全運転管理者選任事業所における交通事故発生状況

１ 令和７年１１月末現在の特徴点
○ 飲酒事故が９件（「通勤中」３件、「業務外」６件）発生している。

１月：１件 ２月：１件 ３月：１件 ５月：１件

７月：１件 ８月：１件 １０月：３件
○ 死亡事故は、３件３人 「 前年比－２件 」

○ 人身事故の発生数が、前年より増加している。（プラス４９件）

○ 業務中の事故は減少しているが、通勤中（＋２７件）と

業務外（＋４２件）は、増加している。

○ 事故の類型別では、追突事故が、全体の約４割を占める。

※ ５３０件中１９２件

２ 発生状況

３ 業務別の発生状況

４ 宮城県全体に占める割合

安管事故月報 （１１月末現在）

件　数 死　者 重　傷 軽　傷 計

530 3 3 75 555 630

481 5 5 63 530 593

49 -2 -2 12 25 37

交通事故総数

区  分 発生件数
死　亡　事　故 負　傷　者

令和７年

令和６年

増減

件　数 死　者 重　傷 軽　傷 計

93 11 100 111

113 1 1 13 119 132

-20 -1 -1 -2 -19 -21

213 3 3 30 206 236

186 2 2 23 193 216

27 1 1 7 13 20

224 34 249 283

182 2 2 27 218 245

42 -2 -2 7 31 38

発生件数

業務中

令和７年

令和６年

増　減

通勤中

令和７年

令和６年

増　減

業務外

令和７年

令和６年

増　減

死　亡　事　故 負　傷　者
区  　　　　分

件　数 死　者 重　傷 軽　傷 計

3,319 36 36 446 3,592 4,038

530 3 3 75 555 630

16.0% 8.3% 8.3% 16.8% 15.5% 15.6%

  安管事業所の事故数

  県全体に占める割合

区　　　　分 発生件数
死　亡　事　故 負　傷　者

  県全体の事故数



【１１月単月】 単位：人

死者 重傷 軽傷 死者 重傷 軽傷 死者 重傷 軽傷 死者 重傷 軽傷
仙台中央 1 1
仙台南

仙台北 1 2 1 2 1 5
仙台東 3 5 2 2 5 7
泉

若林 1 1
石巻 1 1 1 1
塩釜 1 3 3 4 3
気仙沼 1 1 2
佐沼 1 1 1 1
登米 2 2
河北

南三陸

古川 1 1
大和 2 1 1 1 5 2 8
栗原 1 1 1 1
遠田 1 1
鳴子

加美 1 1
岩沼 2 2
大河原 1 2 1 4
白石

角田

亘理 1 1
1 6 6 19 9 16 16 41

※　事業所の所在地（警察署）別の統計で、事故の発生地ではありません。

事業所の所在地別交通事故発生状況（単月）

ブロック 地区
業務中の事故 通勤中の事故 業務外の事故 合　　　　計

中央

沿岸

仙北

仙南

小　　　計

単位：人

死者 重傷 軽傷 死者 重傷 軽傷 死者 重傷 軽傷 死者 重傷 軽傷
仙台中央 7 2 14 6 28 8 49
仙台南 4 1 6 1 12 2 22
仙台北 9 2 20 3 29 5 58
仙台東 2 16 7 33 6 30 15 79
泉 1 7 1 18 15 2 40
若林 2 18 1 4 15 1 17 1 7 50
石巻 1 6 2 4 4 13 7 23
塩釜 1 4 3 10 4 20 8 34
気仙沼 2 10 8 20
佐沼 1 1 4 3 1 8
登米 3 2 2 7
河北
南三陸 1 1
古川 2 1 2 14 1 8 1 3 24
大和 2 3 2 17 1 17 5 37
栗原 3 3 2 6 2 12
遠田 1 4 3 8
鳴子 1 1
加美 1 3 1 2 1 6
岩沼 4 1 1 12 2 10 1 3 26
大河原 7 1 9 1 8 2 24
白石 1 1 1 4 6 2 11
角田 1 1 6 8
亘理 1 2 1 5 2 7

11 100 3 30 206 34 249 3 75 555

事業所の所在地別交通事故発生状況（累月）

ブロック 地区
業務中の事故 通勤中の事故 業務外の事故 合　　　　計

【令和７年累計】

※　事業所の所在地（警察署）別の統計で、事故の発生地ではありません。

中央

沿岸

仙北

仙南

合　　　計



重大事故に直結する悪質・危険な飲酒運転が、いまだに後を絶ちません。飲酒運転
は運転者本人だけでなく、お酒を提供した人や運転させた人、同乗した人も厳しく罰せ
られます。宮城県内での飲酒運転事故は、１１月末現在、３０件発生し、１人の
方が亡くなっています。

飲酒運転で失う６つの宝！

① 命 （死亡事故に直結）
② 家族 （一家離散、家庭崩壊）
③ 仕事 （職場を解雇）
④ 社会的信用 （新聞、テレビでの報道）
⑤ 運転免許 （取消処分）
⑥ お金 （被害者等への賠償責任）

～ 飲酒運転をなくすための３つの約束 ～

お酒を飲んだら運転しない
運転する人にはお酒を飲ませない
お酒を飲んだ人には運転させない

実施期間【令和７年１２月１日～令和８年２月２８日】

冬道の走行は、積雪、凍結等によるスリップ事故が発生しやすく
なることから、安全な速度、車間距離、早めの出発を心がけて交通
事故を防止しましょう。

天気予報などで、翌日の天気を確認し、降雪が予想される場合は、
早めに起床するなどして、余裕を持った行動で、出勤時の滑走事故
を防止（渋滞対策）しましょう。

1月の死亡・重傷事故発生注意報（宮城県警察分析）
時間帯は、１７時台（日没直後）の発生が多い。火曜日が

多い。歩行者の死者・重傷者が多い。
交通安全

（一社）安全運転管理者協会 ・ 事業主会

交通安全

（一社）安全運転管理者協会 ・ 事業主会


